
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
八
号

接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
の
規
定
に
基
き
、
及

び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
貴
金
属
等
」
、
「
接

収
」
、
「
保
管
貴
金
属
等
」
又
は
「
接
収
貴
金
属
等
」
と

は
、
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
貴
金
属
等
、
接

収
、
保
管
貴
金
属
等
又
は
接
収
貴
金
属
等
を
い
う
。

（
貴
金
属
等
の
範
囲
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

一
　
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ク
ロ
ー
ム
、

鉄
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
銅
、
亜
鉛
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
、
す

ず
、
ア
ン
チ
モ
ン
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
水
銀
、
鉛
、

ラ
ジ
ウ
ム
及
び
こ
れ
ら
の
合
金
の
地
金
及
び
製
品

二
　
真
珠
、
さ
ん
ご
、
こ
は
く
、
貝
殻
及
び
貝
化
石
並

び
に
こ
れ
ら
を
用
い
た
製
品

三
　
模
造
貴
石
及
び
模
造
半
貴
石
並
び
に
こ
れ
ら
を
用

い
た
製
品

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
容
器
及
び
附
属
品

五
　
そ
の
他
大
蔵
省
令
で
定
め
る
物
品

（
本
邦
か
ら
除
か
れ
る
地
域
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

地
域
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

一
　
硫
黄
鳥
島
及
び
伊
平
屋
島
並
び
に
北
緯
二
十
七
度

以
南
の
南
西
諸
島
（
大
東
諸
島
を
含
む
。
）

二
　
孀
婦
岩
の
南
の
南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之

島
及
び
火
山
列
島
を
含
む
。
）

三
　
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島

（
総
重
量
を
認
定
す
る
も
の
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
三
項
第
二
号
（
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
当
該
接
収
貴
金
属
等
の
う
ち
、
液

状
、
粉
状
又
は
粒
状
の
も
の
、
金
属
く
ず
そ
の
他
大
蔵

省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
削
除

（
納
付
金
の
額
の
通
知
等
）

第
六
条
　
大
蔵
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
納

付
金
（
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
べ
き

者
（
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を

除
く
。
）
に
対
し
て
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
通
知
を

発
し
、
又
は
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
六
十
号
）
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
決
定
を
送
達
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
知

又
は
決
定
に
係
る
保
管
貴
金
属
等
の
価
額
の
ほ
か
、
法

第
十
二
条
に
規
定
す
る
通
知
を
発
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
保
管
貴
金
属
等
又
は
当
該
通
知
に
係
る
売
却
代

金
に
対
す
る
納
付
金
の
額
を
、
行
政
不
服
審
査
法
第
四

十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
決
定
を
送
達
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
決
定
に
よ
る
納
付
金
の
増
減
額
を
あ
わ

せ
て
通
知
し
又
は
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
保
管
貴
金
属
等
又
は
そ
の
売
却
代
金
の
う
ち
法

第
十
六
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
事
情
が
あ

る
も
の
の
返
還
を
受
け
た
官
署
の
長
は
、
当
該
保
管
貴

金
属
等
又
は
そ
の
売
却
代
金
に
つ
き
同
項
後
段
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は

名
称
並
び
に
当
該
保
管
貴
金
属
等
の
明
細
又
は
当
該
売

却
代
金
の
額
を
大
蔵
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
大
蔵
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
保
管
貴
金
属
等
の
価
額
及

び
当
該
保
管
貴
金
属
等
又
は
当
該
通
知
に
係
る
売
却
代

金
に
対
す
る
納
付
金
の
額
を
当
該
通
知
を
し
た
官
署
の

長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
官
署
の
長
は
、

当
該
通
知
を
受
け
た
事
項
を
、
同
項
の
保
管
貴
金
属
等

又
は
売
却
代
金
に
つ
き
法
第
十
六
条
第
二
項
後
段
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
付
金
の
納
付
手
続
）

第
八
条
　
納
付
金
を
納
付
す
べ
き
者
は
、
法
第
八
条
か
ら

第
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
保
管
貴
金
属
等
又
は
そ
の

売
却
代
金
の
返
還
を
受
け
る
時
（
そ
の
者
が
法
第
十
六

条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
保
管
貴
金
属
等
の
返

還
若
し
く
は
売
却
代
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
償
還

又
は
同
項
後
段
に
規
定
す
る
買
戻
に
よ
る
保
管
貴
金
属

等
の
引
渡
を
受
け
る
時
）
ま
で
に
、
大
蔵
省
令
で
定
め

る
手
続
に
よ
り
、
こ
れ
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
納
付
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
保
管
貴
金
属
等

の
価
額
）

第
九
条
　
納
付
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
保
管
貴
金

属
等
の
価
額
は
、
当
該
保
管
貴
金
属
等
に
つ
き
法
第
十

二
条
に
規
定
す
る
通
知
が
発
せ
ら
れ
る
日
（
当
該
保
管

貴
金
属
等
が
行
政
不
服
審
査
法
第
四
十
七
条
第
三
項
に

規
定
す
る
決
定
に
よ
り
新
た
に
返
還
す
る
こ
と
と
な
つ

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
謄

本
が
発
送
さ
れ
る
日
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
掲

示
が
始
め
ら
れ
る
日
）
の
属
す
る
四
半
期
（
各
年
の
一

月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら

九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
各
期
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
前
四
半
期
の
末
日
現
在
に
お

け
る
当
該
保
管
貴
金
属
等
の
評
価
額
と
す
る
。

２
　
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
管
貴
金
属
等
の

素
材
価
額
を
評
価
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
金
及
び
製

品
　
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
貴
金
属

の
評
価
額
（
同
号
に
規
定
す
る
合
金
の
地
金
及
び
製

品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
金
を
構
成
す
る
貴
金
属
の

評
価
額
の
合
計
額
）

二
　
当
該
保
管
貴
金
属
等
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の
　
こ
れ
に
含
ま
れ
る
金
属
の
評
価
額

（
保
管
貴
金
属
等
を
も
つ
て
す
る
納
付
金
の
納
付
）

第
十
条
　
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
金
の

全
部
又
は
一
部
を
返
還
に
係
る
保
管
貴
金
属
等
で
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
通
知

が
到
達
し
た
日
（
当
該
返
還
に
つ
い
て
異
議
申
立
て
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
行

政
不
服
審
査
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
決
定
の
効
力

が
生
じ
た
日
）
か
ら
一
月
以
内
に
、
大
蔵
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額

三
　
保
管
貴
金
属
等
で
納
付
し
よ
う
と
す
る
納
付
金
の

額
及
び
当
該
保
管
貴
金
属
等
の
種
類
、
価
額
そ
の
他

の
明
細

２
　
大
蔵
大
臣
は
、
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
期
限
を
延
期

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
大

蔵
大
臣
は
、
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
者
が
保
管
貴
金

属
等
で
納
付
し
よ
う
と
す
る
納
付
金
を
そ
の
申
請
に
係

る
保
管
貴
金
属
等
で
納
付
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
当

該
保
管
貴
金
属
等
の
全
部
又
は
一
部
を
分
割
す
る
こ
と

を
要
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の
承
認
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
大
蔵
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
同
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
大

蔵
省
令
で
定
め
る
書
式
の
物
納
貴
金
属
等
収
納
済
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
納
付
金
の
納
付
に
充
て
ら
れ
る
保
管
貴
金
属

等
の
収
納
価
額
は
、
納
付
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
た
当
該
保
管
貴
金
属
等
の
価
額
に
よ
る
。

２
　
納
付
金
の
う
ち
、
保
管
貴
金
属
等
で
納
付
す
る
こ
と

に
つ
き
前
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
部
分
の
金
額

は
、
そ
の
承
認
が
あ
つ
た
時
に
納
付
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

（
交
付
金
の
額
の
算
出
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
接
収
貴
金
属
等

（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
接
収
時
に
お
い
て
法
第
二
十
条
第

一
項
各
号
に
規
定
す
る
取
得
者
（
そ
の
者
が
社
団
法

人
金
銀
製
品
商
聯
盟
で
あ
る
場
合
に
は
、
社
団
法
人

金
銀
運
営
会
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
有
に
属
し
て
い

た
当
該
各
号
に
掲
げ
る
貴
金
属
等
（
以
下
「
交
付
金

に
係
る
貴
金
属
等
」
と
い
う
。
）
で
、
そ
の
取
得
の

代
金
及
び
取
得
に
係
る
手
数
料
又
は
加
工
費
の
合
計

額
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
　
当
該
合

計
額

二
　
交
付
金
に
係
る
貴
金
属
等
で
、
前
号
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の
　
当
該
貴
金
属
等
の
う
ち
に
含
ま
れ

る
別
表
の
分
類
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
重
量
を
同
表
に
定
め
る
区
分
に
応
ず
る
そ
れ
ぞ

れ
の
単
位
当
た
り
の
金
額
に
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

の
合
計
額

２
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
割
合
は
、
交
易
営
団
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ

る
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の

五
・
五
二
と
し
、
社
団
法
人
中
央
物
資
活
用
協
会
に
係

る
当
該
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百

分
の
六
・
六
二
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
三
月
一
三
日
政
令
第
三

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三

九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ

た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の

請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

1



「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分

（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後

に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
後

は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

に
よ
る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一

六
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
三

七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

別
表

区分
金
額

法
第
二
十
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
貴
金

属
等

法

第

二

十

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

貴

金

属

等

法
第

二
十

条
第

一
項

第
三

号
に

掲
げ

る
金

の
地

金

法

第

二

十

条

第

一

項

第

四

号

に

掲

げ

る

貴

金

属

等

交

易

営

団

の

所

有

に

属

し

て

い

た
も
の

社

団

法

人

中

央

物

資

活

用

協

会

の

所

有

に

属

し

て

い

た

も

の

社

団

法

人

金

銀

運

営

会

の

所

有

に

属

し

て

い

た

も
の

単
位

分
類

貴金属
金
加工しなかつたもの 1

グラム
円

銭
円

銭
円

銭
円

銭
円
銭
円

銭

3
8
5
3

8
5
3

8
5
3

8
5
5

7
7
3

8
9

加工1

グ

6
1
8
4

2
7

したもの
ラム

銀
加工しなかつたもの 1

キログラム 1
0
0

0
4
1
1
3
6
8
1
5
9
8
5
1
0
0
0
4

5
0

2
0

加工したもの 1

キログラム

1
2
0
8
0

5
5

1
7

白金及び白金族
加工しなかつたもの 1

グラム2
1

3
8
2
0

1
0

2
2

4
4

7
2
7

加工したもの 1

グラム

2
3

7
7

7
9
9

貴石及び半貴石
装飾用ダイヤモンド
加工しなかつたもの 1

カラット 1
,
1
7
8
9
9
9
2
5
7
5

9
8
6

5
7

加工し1

カラ1
,
5
3
6
2
8

1
,
0
8
4
2
5

たもの
ット

工業用ダイヤモンド
加工しなかつたもの 1

カラット

5
0

5
0

加工したもの 1

カラット

5
5

5
0

エ
メ

ラ
ル

ド

1

カラット 1
0

0
0
1
0

0
0

ル
ビ

ー

1

カラット 1
0

0
0
1
0

0
0

サ
フ

ァ
イ

ヤ

1

カラット 5
0
0
5

0
0

ね
こ

目
石1

カラット 5
0
0
5

0
0

ひ
す

い

1

カラット 5
0
0
5

0
0

ジ
ル

コ
ン1

カラ4
0
0
4

0
0

ット

ア
ク

ア
マ

リ
ン1

カラット 4
0
0
4

0
0

水
晶1

カラット

2
0

2
0

そ
の

他
の

も
の1

カラット 2
0
0
2

0
0

第二条第二号及び第三号に掲げる物品
真
珠1

カラット 2
0
0
2

0
0

そ
の

他
の

も
の1

カラット

2
2

備
考
　
１
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
加
工
し
な
か
つ
た
も

の
」
又
は
「
加
工
し
た
も
の
」
と
は
、
法
第
二
十
条
第
一

項
各
号
に
規
定
す
る
取
得
者
が
そ
の
所
有
に
属
し
た
時
か

ら
連
合
国
占
領
軍
に
接
収
さ
れ
る
時
ま
で
の
間
に
、
そ
れ

ぞ
れ
、
加
工
し
な
か
つ
た
も
の
又
は
加
工
し
た
も
の
を
い

う
。

２
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
白
金
族
」
と
は
、
ル
テ
ニ
ウ

ム
、
ロ
ジ
ウ
ム
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
、
オ
ス
ミ
ウ
ム
、
イ
リ
ジ

ウ
ム
及
び
イ
リ
ド
ス
ミ
ン
を
い
う
。

2


